
 

 

自然災害等に関わる生徒の安全確保の対応について 

 

 

 豊田中学校では「横浜市学校防災計画」（令和２年４月策定）に基づき、生徒の安全確保のため次のよ

うに対応します。保護者の皆様にはご理解とご協力をお願いいたします。 

 

１ 「大雨警報」「土砂災害警報」等に関わる対応 

令和 8 年 5 月 29 日より、大雨等に関して気象庁から新たな防災気象情報が運用されること

になりました。気象警報等の発表について、これまでの『市内全域』を対象にした発表から、今後

は市域を『南部』と『北部』に分けて発表されます。豊田中学校は、『南部』地域となります。 

また、「大雨危険警報」「土砂災害危険警報」等が５段階のレベルに分けられます。５段階のうち

『レベル４危険警報』が発表された場合 

 

● 『レベル４大雨危険警報』が発表された時点で、横浜市教育委員会から対象地域の学校に対し

て、『臨時休校』の連絡がきます。それを受けて学校は臨時休校の措置を講じますので、その

際は『すぐーる』にてご家庭にお知らせいたします。状況に応じて授業の繰り上げや学校留め

置き等の措置を講じます。 

● 午前６時の時点で「レベル４大雨危険警報」が発表または継続中の場合は、『すぐーる』でのお

知らせが難しい場合もありますので、学校への登校は控えてください。お知らせができる段

階で、その後の対応について学校からお知らせいたします。 

● その日に予定していた校外学習や学校行事は、延期または中止となります。 

● 「レベル２注意報」、「レベル３警報」時の登校についてご家庭にて安全確保が必要と判断され

た場合は、欠席や遅刻の措置をとってください。また、その際は必ず学校にご連絡ください。 

※その日については「欠席」や「遅刻」の扱いにはいたしません。 

 

 

２ 風水害等の「警報」発令に関わる対応 

「暴風警報」「大雪警報」「暴風雪警報」「特別警報」または「降灰警報」が、横浜市全域または 

市域『南部』地域に発令された場合 

 

● 午前６時の時点で、警報が継続中の場合は、『臨時休校』となります。原則、学校からの 

連絡はありません。 

● 生徒が登校後に発令された場合は、その状況に応じて授業の繰り上げや学校留め置き 

等の措置を講じます。その際は事前に『すぐーる』にてお知らせいたします。 

● その日に予定していた校外学習や学校行事は、延期または中止となります。 

 

要保存 



 

３ 横浜市内で「震度５強以上」の地震が発生した場合の対応 

● 原則として『学校は当日および翌日は休校』となります。 

● 登校している間に発生した場合は、生徒を学校に留め置き、緊急時生徒引き渡しシート 

に記載された方の引き取りをお願いいたします。また、通信状況が正常であれば、 

『すぐーる』でお知らせいたします。 

● 登校している間以外に発生した場合は、生徒の安否確認を行わせていただきます。 

 

 

４ 緊急災害等に伴い、学区内が「避難勧告」の対象地域になった場合の対応 

● 午前 6 時の段階で発令継続中の場合、当日は『臨時休校』となります。 

● 登校後に発令された場合は状況に応じて、授業の繰り上げや学校留め置き等の措置を 

講じます。その際は事前に『すぐーる』でお知らせいたします。 

 

 

５ 南海トラフ地震臨時情報が出された場合の対応 

● 原則、休校にはなりませんが、『全市一斉休校』の指示が出た場合は休校となります。 

● 登校前に警報が発令・継続中の場合、登校を見合わせ、自宅待機となります。 

● 登校後に発令された場合は状況に応じて、授業の繰り上げや学校留め置き等の措置を 

講じます。その際は事前に『すぐーる』にてお知らせいたします。 

 

 

６ Ｊアラート発令を通じた緊急情報への対応 

● 登校前に神奈川県内に警報が出ている間は登校を見合わせ、自宅待機となります。 

● 登校後に発令された場合は状況に応じて、授業の繰り上げや学校留め置き等の措置を 

講じます。その際は事前に『すぐーる』にてお知らせいたします。 

 

 

 

連絡先 

                                              横浜市立豊田中学校 

                                              045（８６４）８６４０ 


